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第16号の21様式記載要領

１　この申請書は継続して免税証の交付を受けようとする場合において、交付を受けようとする県
　税事務所長に免税軽油使用者証を提出して一通提出すること。

承認 受領日

　を必ず添付すること。

リットル

　備名の番号のみを記載すること。なお、共同申請の場合には、第16号の22様式の記載のみをもっ
　て足りるものであること。
４　所要数量の計算の基礎については、最近の実績、生産量、稼働日数、稼働時間等により明細に
　記載した計算書（第16号の22様式の「共同申請明細書」を提出する場合には各個人ごとの計算書）

受領者審査

２ 「※処理事項」 欄は、申請者において記載することを要しないこと。
３ 「機械、車両又は設備名（番号）」欄には、免税軽油使用者証に記載された機械、車両又は設

　　　　年　　月　　日

※
処
理
事
項

No.

免 税 証 交 付 申 請 書

業　　　　　　種 船　舶

免税軽油の使用に係る
事務所又は事業所所在

地
和歌山市小松原通１－１

●●　県税事務所長 様

免税軽油使用者証等の
番 号 及 び 氏 名 （ 名 称 ）

　和歌山県　第　　　　　　　　　　　号

和歌山　太郎
こ の 申 請 に 応 答 す る 係
及び氏名並びに電話番

号 　　　電話（　○○○　　）　○○○　　－　　○○○○

No.

機 械 、 車 両 又 は
設 備 名 （ 番 号 ）

No. 船の名前

No. No.

No.

希望する販売業者名及び所在地

○○石油(株)

和歌山市△△1-1

数量（ア）計算期間

リットル券

参考

リットル券

20

リットル

1,000
まで

令和３年10月　5日

計

令和３年10月　5日

前回交付を受けた免税証 前回交付を受けた免税証のうちの使用量

リットル券

リットル

まで

免税証の種類 枚数

期間 数量（イ）

リットル

リットル

リットル

リットル券

リットル券

まで

リットル

前 回 交 付 を 受 け た 免 税 証 に 記 載 さ れ た 販 売 業 者 以 外 の 販 売 業 者
か ら 免 税 軽 油 の 引 取 り を 行 っ た 場 合 の 販 売 業 者 の 氏 名 又 は 名 称

令和４年 4月　4日
100900

数      量

から
令和４年 4月　4日

から

リットル

リットル

（ア）ー（イ）

1,000

所 要 数 量 合 計
所要数量
計算期間

必要な
軽油の量

リットル

リットル

から

令和４年　１０　月　４　日

リットル リットル

1,000

第
十
六
号
の
二
十
一
様
式
（

第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

※処理事項数　　量

50

リットル券

令和４年　　 ４　月　５　日

リットル

受付

前回交付を受けた
免税証の計算期間
及び数量

ここの日付と同じ
ただし、有効期間満了日以前に
申請される時は申請日前日まで

１、５、１０、１８、２０、５０、

１００、２００、５００、１０００、
５０００、１００００㍑券のうち必要な
ものを選んでください

一致

３か月以内（新規の場合または６
か月当たりの所要見込数量が
12,000㍑超の場合） または、

６か月以内（６か月当たりの所要
見込数量が12,000㍑以下の場合）
または、

１年以内（農業の場合で年間所要
見込数量が24,000㍑以下の場合）

まで

となります。ただし、使用者証の
有効期間の末日までが限度となり
ます。

左のうち使った
免税証の数量

余った免税証の
数量（返納書必
要）


